
様式第１号（第５条関係） 

  年  月  日  

 （宛先） 

 岩国市長 様 

     申請者 住所                

             団体名               

             代表者               

             電話番号              

 

岩国市防犯灯設置事業費補助金交付申請書 

 

 岩国市防犯灯設置事業費補助金の交付を受けたいので、次のとおり申請します。 

 

１ 設置理由 

 

２ 設置数 

        種類 

区分 

ＬＥＤ灯 

① 
蛍光灯 

ＬＥＤ灯 

② 
水銀灯 

ナトリウム

灯 

既設の電柱等に

設置 

新設 灯 灯 灯 灯 灯 

取替 灯 灯 灯 灯 灯 

防犯灯用の柱を

併せて設置 

新設 灯 灯 灯 灯 灯 

取替 灯 灯 灯 灯 灯 

 

 

 

３ 防犯灯設置事業費（経費）     円  

 

４ 岩国市以外からの補助金、寄附金等の額    円  

 

５ 補助申請額（100 円未満切捨て）     円  

 

添付書類 ⑴ 事業見積書（写し） 

     ⑵ 設置位置図（既設の電柱等に設置する場合は、設置する電柱等の番号を図

面に記入してください。） 

     ⑶ 設置機器の商品名等が確認できる資料（ＬＥＤ灯を設置する場合に限る。） 

     ⑷ 土地の占有許可書（写し）又は土地使用承諾届出書（様式第２号）（防犯

灯用の柱を設置する場合に限る。） 

本件責任者氏名             

本件担当者氏名             

連絡先                 

防犯灯用の柱を

設置 
本 



設置位置図 

（注）既設の電柱等を使用する場合は、事前に電柱管理者の許可を得てください。また、必ず電

柱番号をこの図に記入してください。 

補助金の額 

 

１ この表において、ＬＥＤ灯①とは、防犯灯を10メートル以上20メートル未満の間

隔で設置した場合において、公益社団法人日本防犯設備協会が定める技術標準の防

犯灯の照度基準（ＳＥＳ Ｅ1901－４）に規定されたクラスＢ（以下「クラスＢ」

という。）の明るさを確保できるものをいう。 

２ この表において、ＬＥＤ灯②とは、防犯灯を20メートル以上の間隔で設置した場

合において、クラスＢの明るさを確保できるものをいう。 

３ 補助金を算定する場合において、その金額に100円未満の端数を生じたときは、こ

れを切り捨てるものとする。 

４ 柱島地区の自治会に対する補助金の上限は、この表のそれぞれの上限額に5,000

円を加算した額とする。だだし、防犯灯用の柱を設置する場合を除く。 

 ※修繕費用は補助金の対象となりません。維持管理費は設置団体の負担となります。 

     種類 

 

区分 

ＬＥＤ灯① 

蛍光灯 

（１灯当たり） 

ＬＥＤ灯② 

水銀灯 

ナトリウム灯 

（１灯当たり） 

既設の電柱等に防

犯灯を設置する場

合 

 補助対象経費の10分の９以内 

 ただし、その額が15,000円を超

えるときは、15,000円とする。 

 補助対象経費の10分の９以内 

 ただし、その額が20,000円を超

えるときは、20,000円とする。 

防犯灯と防犯灯用

の柱を併せて設置

する場合 

 補助対象経費の10分の９以内 

 ただし、その額が30,000円を超

えるときは、30,000円とする。 

 補助対象経費の10分の９以内 

 ただし、その額が35,000円を超

えるときは、35,000円とする。 

防犯灯用の柱を設

置する場合 

補助対象経費の10分の９以内 

 ただし、その額が15,000円を超えるときは、15,000円とする。 

※既設の防犯灯を含む他の屋外照明と近接（おおむね 14 メートル未満）する場合は電気

料金助成対象外となる場合があります。 


